
令和３年高島市教育委員会 
第 １ 回 定 例 会 議 事 日 程 

 

日 時  令和３年１月２７日（水） 

午前９時３０分 

                場 所  高島市役所 新館２階 教育委員会室 

 

１．教育長あいさつ 

 

 

２．令和２年第１２回定例会会議録の承認 

 

 

３．会議録署名委員の指名 

 

 

４．議事 

日程第１ 議第１号 高島市立学校施設の開放に関する規則の一部を改正する 

規則案 

                                 

日程第２ 議第２号 高島市立学校教育職員の業務量の管理等に関する規則案 

                                

日程第３ 議第３号 高島市教育委員会の権限に属する事務の補助執行に関す 

る規則を廃止する規則案 

 

日程第４ 議第４号 高島市立幼稚園通園区域に関する規則および高島市立幼 

稚園の管理運営に関する規則を廃止する規則案 

 

日程第５ 議第５号 高島市教育委員会公印規則の一部を改正する規則案 

 

  日程第６ 議第６号 高島市立学校の学校医、学校歯科医および学校薬剤師の 

公務災害補償に関する条例施行規則の一部を改正する規 

則案 

 

  日程第７ 議第７号 高島市立学校水泳プール管理運営規則の一部を改正する 

規則案 

 

  日程第８ 議第８号 高島市外国語指導助手任用規則の一部を改正する規則案 

 

 



日程第９  議第９号  高島市学校給食共同調理場管理運営規程の一部を改 

正する訓令案 

 

日程第１０ 議第１０号 高島市立幼稚園学校評議員設置要綱を廃止する告示 

            案 

 

日程第１１ 議第１１号 高島市子ども読書活動推進計画検討委員会設置要綱 

および高島市子ども読書活動推進協議会設置要綱の 

一部を改正する告示案 

 

 

５．報告事項 

  報告第１号 高島市教育委員会事務局職員の人事について 

 

 

６．今後の日程 
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議第１号 

高島市立学校施設の開放に関する規則の一部を改正する規則案 

上記の議案を提出する。 

  令和３年１月２７日 

高島市教育委員会      

教育長 上 原 重 治   

 
 

高島市立学校施設の開放に関する規則の一部を改正する規則 
 

高島市立学校施設の開放に関する規則（平成２７年高島市教育委員会規則

第１４号）の一部を次のように改正する。 
 第１条中「推進のために」を「推進および市外の青少年との交流を図るた

めに」に、「一般市民」を「一般市民等」に改める。 
 第７条第１項を次のように改める。 

学校施設の開放は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り許可をす

ることができる。 
⑴ 一つの団体のみが使用する場合で、次のアおよびイのいずれにも該当

するとき。 
ア 構成員のうち半数以上が高島市内に在住、在勤、または在学してい

る者で構成される団体（以下この条において「市内団体」という。）

と認めるとき。 
イ 当該団体に監督者として成人が含まれるとき。 

⑵ 複数の団体が使用する場合で、次のアまたはイのいずれかに該当する

とき。 
ア 使用団体のうち半数以上が市内団体であり、各団体に監督者として

成人が含まれるとき。 
イ 市内の小学生および中学生で構成されている団体が含まれる場合で

、次のいずれにも該当するとき。 
（ア）青少年の交流が図れると認めるとき。 
（イ）当該団体に監督者として成人が含まれるとき。 

   付 則 
 この規則は、令和３年４月１日から施行する。 
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高島市立学校施設の開放に関する規則 新旧対照表 

現   行 改  正  案 

（趣旨） （趣旨） 

第１条 この規則は、高島市の生涯学習の推

進のために、学校の施設を、学校教育に支

障のない範囲で一般市民の使用に供するこ

と（以下「学校施設の開放」という。）に

関して必要な事項を定めるものとする。 

第１条 この規則は、高島市の生涯学習の推

進および市外の青少年との交流を図るため

に、学校の施設を、学校教育に支障のない

範囲で一般市民等の使用に供すること(以

下「学校施設の開放」という。)に関して

必要な事項を定めるものとする。 

（使用の許可） （使用の許可） 

第７条 学校施設の開放は、高島市内に在住

し、または在勤するものが団体を構成し、

かつ、当該団体に監督者としての成人が含

まれる場合に限り許可するものとする。 

第７条 学校施設の開放は、次の各号のいず

れかに該当する場合に限り許可をすること

ができる。 

⑴ 一つの団体のみが使用する場合で、次

のアおよびイのいずれにも該当すると

き。 

ア 構成員のうち半数以上が高島市内に

在住、在勤、または在学している者で

構成される団体（以下この条において

「市内団体」という。）と認めると

き。 

イ 当該団体に監督者として成人が含ま

れるとき。 

⑵ 複数の団体が使用する場合で、次のア

またはイのいずれかに該当するとき。 

ア 使用団体のうち半数以上が市内団体

であり、各団体に監督者として成人が

含まれるとき。 

イ 市内の小学生および中学生で構成さ

れている団体が含まれる場合で、次の

いずれにも該当するとき。 

（ア） 青少年の交流が図れると認め

るとき。 

（イ） 当該団体に監督者として成人

が含まれるとき。 

２ （略） ２ （略） 
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議第２号 

高島市立学校教育職員の業務量の管理等に関する規則案 

上記の議案を提出する。 

  令和３年１月２７日 

高島市教育委員会      

教育長 上 原 重 治   

 
 

高島市立学校教育職員の業務量の管理等に関する規則 
 

（趣旨） 

第１条 この規則は、高島市立学校に勤務する職員のうち公立の義務教育諸

学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法（昭和４６年法律第７７号

。以下「法」という。）第２条第２項に規定する教育職員（以下「教育職

員」という。）が正規の勤務時間およびそれ以外の時間において行う業務

の量の適切な管理その他教育職員の健康および福祉の確保を図るための措

置（以下「業務量の適切な管理等」という。）に関して必要な事項を定め

るものとする。 

（教育職員の業務量の管理） 

第２条 高島市教育委員会（以下「教育委員会」という。）は、教育職員が

在校等時間（教育職員が学校教育活動に関する業務を行っている時間とし

て外形的に把握することができる時間をいう。以下同じ。）から所定の勤

務時間（法第６条第３項各号に掲げる日（代休日が指定された日を除く。

）以外の日における正規の勤務時間をいう。以下同じ。）を除いた時間を

次に掲げる時間の上限の範囲内とするため、業務量の適切な管理等を行う

ものとする。 

⑴ １月について４５時間 

⑵ １年について３６０時間 

２ 教育委員会は、教育職員が児童生徒等に係る臨時的な特別な事情により

業務を行わざるを得ない場合には、前項の規定にかかわらず、教育職員が

在校等時間から所定の勤務時間を除いた時間を次に掲げる時間および月数

の上限の範囲内とするため、業務量の適切な管理等を行うものとする。 

⑴ １月について１００時間未満 
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⑵ １年について７２０時間 

⑶ １月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の１月、２月、３月、

４月および５月の期間を加えたそれぞれの期間において１月当たりの平 

均時間について８０時間 

⑷ １年のうち１月において正規の勤務時間以外の時間において４５時間

を超えて業務を行う月数について６月 

３ 前２項に定めるもののほか、業務量の適切な管理等に必要な事項につい

ては、教育長が別に定める。 

付 則 

この規則は、令和３年２月１日から施行する。 
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議案
番号

例規
区分

名　　　　　称 改正区分 改正の趣旨・概要

3号
高島市教育委員会の権限に属する事務の補助執行に
関する規則

廃止 市立幼稚園が認定こども園に移行することに伴い廃止するもの

高島市立幼稚園通園区域に関する規則

高島市立幼稚園の管理運営に関する規則

5号 高島市教育委員会公印規則 一部改正 市立幼稚園が認定こども園に移行することに伴い市立幼稚園の園長印と園印を削除するもの

6号
高島市立学校の学校医、学校歯科医および学校薬剤
師の公務災害補償に関する条例施行規則

一部改正 市立幼稚園が認定こども園に移行することに伴い一部字句を削除するもの

7号 高島市立学校水泳プール管理運営規則 一部改正
市立幼稚園が認定こども園に移行することに伴い関係条項を改めるもの
夏季休業期間中に市立学校のプールの開放を取り止めることに伴い、関係条項を改めるもの

8号 高島市外国語指導助手任用規則 一部改正
市立幼稚園が認定こども園に移行することに伴い関係条項を改めるもの
外国語指導助手（ＡＬＴ）について会計年度任用職員となったことに伴い関係条項を改める
もの

9号 訓令 高島市学校給食共同調理場管理運営規程 一部改正 市立幼稚園が認定こども園に移行することに伴い一部字句を削除するもの

10号 高島市立幼稚園学校評議員設置要綱 廃止 市立幼稚園が認定こども園に移行するととに伴い廃止するもの

高島市子ども読書活動推進計画検討委員会設置要綱

高島市子ども読書活動推進協議会設置要綱

規則

告示

議第３号～議第１１号　規則・訓令・告示案一覧表

4号 廃止

一部改正11号

市立幼稚園が認定こども園に移行することに伴い廃止するもの

市立幼稚園が認定こども園に移行することに伴い関係条項を改めるもの
一部字句修正を行うもの
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議第３号 

 高島市教育委員会の権限に属する事務の補助執行に関する規則を廃止する

規則案 

上記の議案を提出する。 

  令和３年１月２７日 

高島市教育委員会      

教育長 上 原 重 治   

                                   

 
   高島市教育委員会の権限に属する事務の補助執行に関する規則を廃止

する規則 
 

高島市教育委員会の権限に属する事務の補助執行に関する規則（平成２３

年高島市教育委員会規則第２号）は、廃止する。 
付 則 

この規則は、令和３年４月１日から施行する。 
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議第４号 

 高島市立幼稚園通園区域に関する規則および高島市立幼稚園の管理運営に

関する規則を廃止する規則案 

上記の議案を提出する。 

  令和３年１月２７日 

高島市教育委員会      

教育長 上 原 重 治   

                                   

 
高島市立幼稚園通園区域に関する規則および高島市立幼稚園の管理運

営に関する規則を廃止する規則 
 

次に掲げる規則は、廃止する。 
 ⑴ 高島市立幼稚園通園区域に関する規則（平成１７年高島市教育委員会

規則第１８号） 
 ⑵ 高島市立幼稚園の管理運営に関する規則（平成２７年高島市教育委員

会規則第１６号） 
付 則 

この規則は、令和３年４月１日から施行する。 
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議第５号 

 高島市教育委員会公印規則の一部を改正する規則案 

上記の議案を提出する。 

  令和３年１月２７日 

高島市教育委員会      

教育長 上 原 重 治   

                                   

 
   高島市教育委員会公印規則の一部を改正する規則 
 

高島市教育委員会公印規則（平成２６年高島市教育委員会規則第１号）の

一部を次のように改正する。 
別表第１中 

「 

滋賀県高島

市立さくら

幼稚園長印 

67 88 隷書 方 18 1 一般事

務用 
さくら幼稚園

長 

滋賀県高島

市立さくら

幼稚園印 

68 89 隷書 方 30 1 一般事

務用 
さくら幼稚園

長 

滋賀県高島

市立なのは

な幼稚園長

印 

69 90 隷書 方 18 1 一般事

務用 
なのはな幼稚

園長 

滋賀県高島

市立なのは

な幼稚園印 

70 91 隷書 方 30 1 一般事

務用 
なのはな幼稚

園長 

                                」 
「 

削除 67      
 

 

を 
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削除 68      
 

削除 69      
 

削除 70      
 

                                」 
改める。 

別表第２中  
６６ ６７ ６８ ６９ ７０ 

   

  

                                 
６６ ６７ ６８ ６９ ７０ 

 

削除 削除 削除 削除 

改める。 
付 則 

この規則は、令和３年４月１日から施行する。 
 

に 

を 

に 

「 

」 

「 

」 
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高島市教育委員会公印規則 新旧対照表 

現   行 改  正  案 

別表第１（第３条関係） 別表第１（第３条関係） 

【別記1 参照】 【別記1 参照】 

別表第２（第３条関係） 別表第２（第３条関係） 

【別記2 参照】 【別記2 参照】 

 
 
【別記1】 

現   行 

名称 ひな形 

番号 

公印 

番号 

書体 寸法 

（mm） 

個数 用途 保管者 

滋賀県高島市教

育委員会印 

１ １ 隷書 方２１ １ 一般事務用 教育総務課長 

滋賀県高島市立

湖西中学校印 

６６ ８７ 隷書 方５０ １ 賞状用 湖西中学校長 

滋賀県高島市立

さくら幼稚園長

印 

６７ ８８ 隷書 方１８ １ 一般事務用 さくら幼稚園長 

滋賀県高島市立 

さくら幼稚園印 

６８ ８９ 隷書 方３０ １ 一般事務用 さくら幼稚園長 

滋賀県高島市立

なのはな幼稚園

長印 

６９ ９０ 隷書 方１８ １ 一般事務用 なのはな幼稚園長 

滋賀県高島市立 

なのはな幼稚園

印 

７０ ９１ 隷書 方３０ １ 一般事務用 なのはな幼稚園長 
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改  正  案 

名称 ひな形 

番号 

公印 

番号 

書体 寸法 

（mm） 

個数 用途 保管者 

滋賀県高島市教

育委員会印 

１ １ 隷書 方２１ １ 一般事務用 教育総務課長 

滋賀県高島市立

湖西中学校印 

６６ ８７ 隷書 方５０ １ 賞状用 湖西中学校長 

削除           

             

  

６７                                                 

削除           

              

６８                                                 

削除           

             

   

６９                                                 

削除           

             

  

７０                                                 

 

【別記2】 

現   行 

６６ ６７ ６８ ６９ ７０ 

   

  

 

改  正  案 

６６ ６７ ６８ ６９ ７０ 

 

削除 削除 削除 削除 
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議第６号 

高島市立学校の学校医、学校歯科医および学校薬剤師の公務災害補償に 

関する条例施行規則の一部を改正する規則案 

上記の議案を提出する。 

令和３年１月２７日 

高島市教育委員会 

教育長 上 原 重 治   

                                                                       

 

高島市立学校の学校医、学校歯科医および学校薬剤師の公務災害補償 

に関する条例施行規則の一部を改正する規則 

 

 高島市立学校の学校医、学校歯科医および学校薬剤師の公務災害補償に関

する条例施行規則（平成１７年高島市教育委員会規則第１０号）の一部を次

のように改正する。 

第２条中「校（園）長」を「校長」に改める。 

  付 則 

 この規則は、令和３年４月１日から施行する。 
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高島市立学校の学校医、学校歯科医および学校薬剤師の公務災害 

補償に関する条例施行規則  

新旧対照表 

現   行 改  正  案 

（災害の報告） （災害の報告） 

第２条 高島市立学校の校（園）長（以下「校

長」という。）は、その学校の学校医、学

校歯科医および学校薬剤師（以下「学校医

等」という。）について公務に基づくと認

められる災害が発生した場合は、公務災害

発生報告書（様式第１号）に次の各号に掲

げる書類を添付し、速やかに高島市教育委

員会（以下「教育委員会」という。）に報

告しなければならない。 

第２条 高島市立学校の校      長（以下「校

長」という。）は、その学校の学校医、学

校歯科医および学校薬剤師（以下「学校医

等」という。）について公務に基づくと認

められる災害が発生した場合は、公務災害

発生報告書（様式第１号）に次の各号に掲

げる書類を添付し、速やかに高島市教育委

員会（以下「教育委員会」という。）に報

告しなければならない。 

（１）～（４） （略） （１）～（４） （略） 
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議第７号 

 高島市立学校水泳プール管理運営規則の一部を改正する規則案 

上記の議案を提出する。 

  令和３年１月２７日 

高島市教育委員会      

教育長 上 原 重 治     

                                   

 
   高島市立学校水泳プール管理運営規則の一部を改正する規則 
 

高島市立学校水泳プール管理運営規則（平成２８年高島市教育委員会規則

第８号）の一部を次のように改正する。 
第４条第３項ただし書を削る。 
第５条ただし書を削る。 
第６条および第７条を削り、第８条を第６条とする。 
第９条ただし書を削り、同条を第７条とする。 
第１０条第９号および第１０号中「管理者」を「学校長」に改め、同条第

１１号を削る。 
第１０条を第８条とする。 
第１１条中「管理者」を「学校長」に改め、同条を第９条とする。 
第１２条および第１３条を削る。 
第１４条中「または教育委員会」を削り、同条を第１０条とし、第１５条

を第１１条とする。 
様式第１号および様式第２号を削る。 

付 則 
この規則は、令和３年４月１日から施行する。 
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高島市立学校水泳プール管理運営規則 新旧対照表 

現   行 改  正  案 

（使用時間等） （使用時間等） 

第４条 （略） 第４条 （略） 

２ （略） ２ （略） 

３ 前項の規定にかかわらず、高島市立学校

長（以下「学校長」という。）は、第１項

に規定する使用時間を変更し、または前項

に規定する使用日を変更し、もしくは臨時

に使用日を定めることができる。ただし、

高島市立学校の管理運営に関する規則（平

成１７年高島市教育委員会規則第１１号）

に規定する夏季休業日（以下「夏季休業日」

という。）における使用時間および使用日

については、この項の規定中「学校長」と

あるのは「教育委員会」とする。 

３ 前項の規定にかかわらず、高島市立学校

長（以下「学校長」という。）は、第１項

に規定する使用時間を変更し、または前項

に規定する使用日を変更し、もしくは臨時

に使用日を定めることができる。         

                                      

                                      

                                      

                                      

                                      

                                

（管理者） （管理者） 

第５条 学校プールの管理運営は、学校長が

行う。ただし、夏季休業日における管理運

営は、教育委員会が行う。 

（使用の許可） 

第６条 夏季休業日に学校プールを使用しよ

うとするときは、使用許可申請書（様式第

１号）を教育委員会に提出し、その承認を

受けなければならない。 

第５条 学校プールの管理運営は、学校長が

行う。                                 

                        

（使用の承諾） 

第７条 プールを使用できる者は、当該校区

に在学する者、市内幼稚園、保育園、子ど

も園および学童保育運営団体に限り使用許

可するものとする。 

２ 夏季休業中にプールを使用する者は、使

用前に保護者の使用承諾書（様式第２号）

を監視員に提出しなければならない。ただ

し、幼稚園、保育園、子ども園および学童

保育運営団体の使用についてはこの限りで

はない。 
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３ プールを使用する者は、保護者もしくは

使用団体の責任者の引率がなければならな

い。 

（使用の禁止） （使用の禁止） 

第８条 （略） 第６条 （略） 

（監視員） （監視員） 

第９条 学校長は、学校プールの使用日にお

いて、教職員を監視員に定め、次の各号の

事項を遵守し、常に学校プールを正常な状

態に維持しなければならない。ただし、夏

季休業日における学校プールの使用におい

ては、教育委員会が監視員を別に定めるも

のとする。 

第７条 学校長は、学校プールの使用日にお

いて、教職員を監視員に定め、次の各号の

事項を遵守し、常に学校プールを正常な状

態に維持しなければならない。           

                                      

                                      

          

（１）～（７） （略） （１）～（７） （略） 

（使用者の遵守事項） （使用者の遵守事項） 

第１０条 使用者は、次の各号の事項を守ら

なければならない。 

第８条 使用者は、次の各号の事項を守らな

ければならない。 

（１）～（８） （略） （１）～（８） （略） 

（９） 使用後は、原状に復するとともに

清掃等をし、管理者もしくは監視員に申

し出て、その点検を受けること。 

（９） 使用後は、原状に復するとともに

清掃等をし、学校長もしくは監視員に申

し出て、その点検を受けること。 

（１０） すべて管理者および監視員の指

示に従うこと。 

（１０） すべて学校長および監視員の指

示に従うこと。 

（１１） 学校長および教育委員会の指示

する事項を守ること。 

 

（緊急備品等の点検） （緊急備品等の点検） 

第１１条 管理者は、常に救急薬品等の緊急

備品の整備点検をし、衛生管理および非常

事態の発生に万全の備えをしなければなら

ない。 

第９条 学校長は、常に救急薬品等の緊急備

品の整備点検をし、衛生管理および非常事

態の発生に万全の備えをしなければならな

い。 

（損害賠償） 

第１２条 使用者が学校に関する施設および

器具等を破損し、または滅失したときは、

その実費を賠償しなければならない。 

 

（災害の責任） 

第１３条 教育委員会は、夏季休業日に限り、
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使用者が学校プールの使用中において自己

の過失または病気により死亡またはけがを

したときは、その責任を負わないものとす

る。 

（使用の停止） （使用の停止） 

第１４条 学校長または教育委員会は、必要

があると認めたときは、使用中であっても

その使用の一部または全部を停止もしくは

中止させることができる。 

第１０条 学校長                は、必要

があると認めたときは、使用中であっても

その使用の一部または全部を停止もしくは

中止させることができる。 

（委任） （委任） 

第１５条 （略） 第１１条 （略） 

様式第１号（第６条関係） 

（略） 

 

様式第２号（第７条関係） 

（略） 
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議第８号 

高島市外国語指導助手任用規則の一部を改正する規則案 

上記の議案を提出する。 

令和３年１月２７日 

高島市教育委員会      

教育長 上 原 重 治   

 
 
 

高島市外国語指導助手任用規則の一部を改正する規則 
 

 高島市外国語指導助手任用規則（平成２８年高島市教育委員会規則第４号 
）の一部を次のように改正する。 
第２条中「外国語教育担当指導主事」を「外国語教育指導担当者」に改め

る。 
  第４条第１項中第３号を削り、第４号を第３号とし、第５号から第８号ま

でを１号ずつ繰り上げる。 
  第５条中「来日の翌日から１年とし、通算５年を超えない範囲で更新する

ことができる。」を「来日した日の翌日から翌年の３月３１日まで、および

翌年の４月１日から来日した日から起算して１年を経過した日までとする。

」に改め、同条ただし書を削り、同条に次の１項を加える。 
２ 前項の任期満了後、市は外国語指導助手として必要な能力を有すると

の実証に基づき、通算５年を超えない範囲で再度の任用を行うことがで

きるものとする。ただし、５年を経過した外国語指導助手が、市の外国

語の発展に必要な能力を有し、かつ、勤務成績が特に優秀と認められる

場合に限り、教育長が必要と認める期間を延長することができる。 
第６条本文中「前条」を「前条第１項」に改め、同条ただし書中「前条」

を「同項」に改める。 
  第１０条第２項第１号中「第５条」を「第５条第１項」に改め、同項第３

号中「出国」を「出発」に改める。 
  第１３条第２項に次のただし書を加える。 

いずれの場合も、残日数に１日未満の端数がある場合については、当該 
端数についても次の期間に繰り越すことができるものとする。 
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第１５条第１項中第１０号を第１１号とし、第９号の次に次の１号を加え

る。 
⑽ 夏季休業中における心身の健康の維持および増進のため、学校閉校日

のうち休日および代休日を除いて原則として連続する３日間 
第１５条第２項中「前項第１号から第４号までおよび」を「前項第１号か

ら第４号まで、」に、「第１０号」を「第１０号および第１１号」に、「第

５号」を「前項第５号」に改める。 
第１９条第５項中「第１８条第１項」を「前条第１項」に改める。 

   付 則 
 この規則は、令和３年４月１日から施行する。 
 

19



高島市外国語指導助手任用規則 新旧対照表 

現   行 改  正  案 

（定義） （定義） 

第２条 この規則において、「外国語指導助

手」とは、高島市教育委員会（以下「教育

委員会」という。）または市内の小・中学

校に配置され、外国語教育担当指導主事ま

たは外国語担当教員等の助手として職務に

従事する者をいう。 

第２条 この規則において、「外国語指導助

手」とは、高島市教育委員会（以下「教育

委員会」という。）または市内の小・中学

校に配置され、外国語教育指導担当者  ま

たは外国語担当教員等の助手として職務に

従事する者をいう。 

（外国語指導助手の職務） （外国語指導助手の職務） 

第４条 外国語指導助手は、教育委員会教育

長（以下「教育長」という。）の指示を受

け、次に掲げる職務を行う。 

第４条 外国語指導助手は、教育委員会教育

長（以下「教育長」という。）の指示を受

け、次に掲げる職務を行う。 

（１）・（２） （略） （１）・（２） （略） 

（３） 保育園、幼稚園および認定こども

園における外国語を通して活動する時間

の補助 

 

（４） （略） （３） （略） 

（５） （略） （４） （略） 

（６） （略） （５） （略） 

（７） （略） （６） （略） 

（８） （略） （７） （略） 

２ （略） ２ （略） 

（任用期間） （任用期間） 

第５条 外国語指導助手の任用期間は、来日

の翌日から１年とし、通算５年を超えない

範囲で更新することができる。           

                                   た

だし、５年を経験した外国語指導助手が、

高島市の外国語の発展に必要な能力を有

し、かつ勤務成績が特に優秀と認められる

場合に限り、さらに５年間延長することが

できる。 

第５条 外国語指導助手の任用期間は、来日

した日の翌日から翌年の３月３１日まで、

および翌年の４月１日から来日した日から

起算して１年を経過した日までとする。   

                                      

                                      

                                      

                                      

      

 ２ 前項の任期満了後、市は外国語指導助手

として必要な能力を有するとの実証に基づ
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き、通算５年を超えない範囲で再度の任用

を行うことができるものとする。ただし、

５年を経過した外国語指導助手が、市の外

国語の発展に必要な能力を有し、かつ、勤

務成績が特に優秀と認められる場合に限

り、教育長が必要と認める期間を延長する

ことができる。 

（退職） （退職） 

第６条 外国語指導助手は、前条      の任

用期間は誠実に職務を遂行しなければなら

ない。ただし、真にやむを得ない理由によ

り、前条の任用期間の満了前に退職しなけ

ればならないときは、退職しようとする日

の３０日前までに教育長に申し出なければ

ならない。 

第６条 外国語指導助手は、前条第１項の任

用期間は誠実に職務を遂行しなければなら

ない。ただし、真にやむを得ない理由によ

り、同項の任用期間の満了前に退職しなけ

ればならないときは、退職しようとする日

の３０日前までに教育長に申し出なければ

ならない。 

（旅費等） （旅費等） 

第１０条 （略） 第１０条 （略） 

２ 教育委員会は、別に定めるところにより、

赴任および帰国のための旅費を外国語指導

助手に支給する。ただし、帰国旅費は、次

に掲げる条件の全てを満たす外国語指導助

手に対して支給するものとする。 

２ 教育委員会は、別に定めるところにより、

赴任および帰国のための旅費を外国語指導

助手に支給する。ただし、帰国旅費は、次

に掲げる条件の全てを満たす外国語指導助

手に対して支給するものとする。 

（１） 第５条      の任用期間を満了す

ることが見込まれること。 

（１） 第５条第１項の任用期間を満了す

ることが見込まれること。 

（２） （略） （２） （略） 

（３） 契約期間満了日の翌日から１か月

以内に、帰国のために日本を出国するこ

と。 

（３） 契約期間満了日の翌日から１か月

以内に、帰国のために日本を出発するこ

と。 

３・４ （略） ３・４ （略） 

（年次有給休暇） （年次有給休暇） 

第１３条 （略） 第１３条 （略） 

２ 外国語指導助手が第５条第１項の任用期

間満了後、教育委員会に再度任用されると

きは、１２日を限度として年次有給休暇を

次の任用期間に繰り越すことができるもの

とする。ただし、任用期間が４年を経過し

２ 外国語指導助手が第５条第１項の任用期

間満了後、教育委員会に再度任用されると

きは、１２日を限度として年次有給休暇を

次の任用期間に繰り越すことができるもの

とする。ただし、任用期間が４年を経過し

21



た後、教育委員会に再任用されるときは１

４日を限度として年次有給休暇を次の任用

期間に繰り越すことができるものとする。 

                                      

                                      

                                      

      

た後、教育委員会に再任用されるときは１

４日を限度として年次有給休暇を次の任用

期間に繰り越すことができるものとする。

いずれの場合も、残日数に１日未満の端数

がある場合については、当該端数について

も次の期間に繰り越すことができるものと

する。 

３ （略） ３ （略） 

（特別休暇） （特別休暇） 

第１５条 特別休暇は、次の各号に掲げる場

合に応じ、当該各号に定める期間とする。 

第１５条 特別休暇は、次の各号に掲げる場

合に応じ、当該各号に定める期間とする。 

（１）～（９） （略） （１）～（９） （略） 

 （１０） 夏季休業中における心身の健康

の維持および増進のため、学校閉校日の

うち休日および代休日を除いて原則とし

て連続する３日間 

（１０） （略） （１１） （略） 

２ 前項第１号から第４号までおよび第１０

号              の特別休暇は有給とし、

第５号    から第９号までの特別休暇は無

給とする。 

２ 前項第１号から第４号まで、    第１０

号および第１１号の特別休暇は有給とし、

前項第５号から第９号までの特別休暇は無

給とする。 

（休暇および休職の手続き） （休暇および休職の手続き） 

第１９条 （略） 第１９条 （略） 

２～４ （略） ２～４ （略） 

５ 第１７条第１項による休職および第１８

条第１項による勤務禁止の原因となる事実

が生じた場合は、当該外国語指導助手は速

やかにその事実を教育長に届けなければな

らない。 

５ 第１７条第１項による休職および前条第

１項    による勤務禁止の原因となる事実

が生じた場合は、当該外国語指導助手は速

やかにその事実を教育長に届けなければな

らない。 
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議第９号 

高島市学校給食共同調理場管理運営規程の一部を改正する訓令案 

上記の議案を提出する。 

  令和３年１月２７日 

高島市教育委員会      

教育長 上 原 重 治   

 
 

高島市学校給食共同調理場管理運営規程の一部を改正する訓令 
 

高島市学校給食共同調理場管理運営規程（平成１７年高島市教育委員会訓

令第１０号）の一部を次のように改正する。 
第４条第１項中「高島市教育委員会」を「高島市」に改める。 
第６条第２項第１号中「各小学校中学校および幼稚園」を「各小学校およ

び中学校」に改め、同項第２号中「各小中学校および幼稚園」を「各小学校

および中学校」に改める。 
付 則 

この訓令は、令和３年４月１日から施行する。 
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高島市学校給食共同調理場管理運営規程 新旧対照表 

現   行 改  正  案 

（教職員等に係る学校給食に要する経費の

賦課徴収） 

（教職員等に係る学校給食に要する経費の

賦課徴収） 

第４条 教職員等に係る学校給食に要する経

費の賦課徴収額（以下「徴収金」という。）

については、高島市学校給食費負担金徴収

規則（平成１７年高島市教育委員会規則第

４４号）第２条第１項第２号で規定する中

学生の給食費の額とする。 

第４条 教職員等に係る学校給食に要する経

費の賦課徴収額（以下「徴収金」という。）

については、高島市学校給食費負担金徴収

規則（平成１７年高島市          規則第

４４号）第２条第１項第２号で規定する中

学生の給食費の額とする。 

２ （略） ２ （略） 

（委員会） （委員会） 

第６条 （略） 第６条 （略） 

２ 各委員会は、２０人以内（内委員長１人、

副委員長１人）をもって組織し、委員会の

構成は、次のとおりとする。 

２ 各委員会は、２０人以内（内委員長１人、

副委員長１人）をもって組織し、委員会の

構成は、次のとおりとする。 

（１） 各小学校      中学校および幼稚

園の保護者を代表する者 

（１） 各小学校および中学校           

 の保護者を代表する者 

（２） 各小          中学校および幼稚

園の教職員（給食主任）を代表する者 

（２） 各小学校および中学校           

 の教職員（給食主任）を代表する者 

（３） （略） （３） （略） 

３～６ （略） ３～６ （略） 
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議第１０号 

 高島市立幼稚園学校評議員設置要綱を廃止する告示案 

上記の議案を提出する。 

  令和３年１月２７日 

高島市教育委員会      

教育長 上 原 重 治   

                                   

 
   高島市立幼稚園学校評議員設置要綱を廃止する告示 
 

高島市立幼稚園学校評議員設置要綱（平成１７年高島市教育委員会告示第

１号）は、令和３年４月１日に廃止する。 
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議第１１号 

 高島市子ども読書活動推進計画検討委員会設置要綱および高島市子ども読 

書活動推進協議会設置要綱の一部を改正する告示案 

上記の議案を提出する。 

  令和３年１月２７日 

高島市教育委員会      

教育長 上 原 重 治   

                                   

 
   高島市子ども読書活動推進計画検討委員会設置要綱および高島市子ど

も読書活動推進協議会設置要綱の一部を改正する告示案 
 

（高島市子ども読書活動推進計画検討委員会設置要綱の一部改正） 
第１条 高島市子ども読書活動推進計画検討委員会設置要綱（平成１８年高

島市教育委員会告示第２号）の一部を次のように改正し、令和３年４月１

日から適用する。 
第３条第２項第２号から第７号までを次のように改める。 

⑵ 小学生または中学生の保護者 
⑶ 読書に関わるボランティア、サークル等の関係者 
⑷ 学校図書館の関係者 
⑸ 市立図書館の関係者 
⑹ 保育園または認定こども園の関係者 
⑺ 関係行政機関の職員 

 （高島市子ども読書活動推進協議会設置要綱の一部改正） 
第２条 高島市子ども読書活動推進協議会設置要綱（平成２２年高島市教育

委員会告示第２０号）の一部を次のように改正し、令和３年４月１日から

適用する。 
第３条第２項第２号から第７号までを次のように改める。 

⑵ 小学生また中学生の保護者 
⑶ 読書に関わるボランティア、サークル等の関係者 
⑷ 学校図書館関係者 
⑸ 市立図書館関係者 
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⑹ 保育園または認定こども園の関係者 
⑺ 関係行政機関の職員 

    付 則 
  （経過措置） 

この告示による改正前の高島市子ども読書活動推進協議会設置要綱の

規定によりなされた委嘱その他の行為は、この告示による改正後の相当

規定によりなされたものとみなす。 
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高島市子ども読書活動推進計画検討委員会設置要綱 新旧対照表 

現   行 改  正  案 

（組織） 

第３条 委員会は、委員１３人以内で組織す

る。 

２ 委員は次に掲げる者のうちから、教育長

が委嘱または任命する。 

⑴ 高島市図書館協議会委員 

⑵ 保育園児、幼稚園児または小中学校児

童生徒の保護者 

⑶ 民間団体関係者 

⑷ 学校図書館関係者 

⑸ 公立図書館関係者 

⑹ 保育園または幼稚園関係者 

⑺ 関係行政担当者 

⑻ その他教育長が適当と認める者 

（組織） 

第３条 委員会は、委員１３人以内で組織す

る。 

２ 委員は次に掲げる者のうちから、教育長

が委嘱または任命する。 

⑴ 高島市図書館協議会委員 

⑵ 小学生または中学生の保護者 

⑶ 読書に関わるボランティア、サークル

等の関係者 

⑷ 学校図書館の関係者 

⑸ 市立図書館の関係者 

⑹ 保育園または認定こども園の関係者 

⑺ 関係行政機関の職員 

⑻ その他教育長が適当と認める者 

 

 

高島市子ども読書活動推進協議会設置 新旧対照表 

現   行 改  正  案 

（組織） 

第３条 協議会は、委員１３人以内で組織す

る。 

２ 委員は次に掲げる者のうちから、教育長

が委嘱または任命する。 

⑴ 高島市図書館協議会委員 

⑵ 保育園児、幼稚園児または小中学校児

童生徒の保護者 

⑶ 民間団体関係者 

⑷ 学校図書館関係者 

⑸ 公立図書館関係者 

⑹ 保育園または幼稚園関係者 

⑺ 関係行政担当者 

⑻ その他教育長が適当と認める者 

（組織） 

第３条 協議会は、委員１３人以内で組織す

る。 

２ 委員は次に掲げる者のうちから、教育長

が委嘱または任命する。 

⑴ 高島市図書館協議会委員 

⑵ 小学生または中学生の保護者 

⑶ 読書に関わるボランティア、サークル

等の関係者 

⑷ 学校図書館の関係者 

⑸ 市立図書館の関係者 

⑹ 保育園または認定こども園の関係者 

⑺ 関係行政機関の職員 

⑻ その他教育長が適当と認める者 
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報告第１号 

 高島市教育委員会事務局職員の人事について 

 

 地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和３１年法律第１６２号）

第２１条第３号の規定に基づく事務局職員の人事について、令和３年１月２

０日に教育長の専決処分事項の指定第１項の規定に基づき、下記のとおり教

育長が専決したので報告する。 

 令和３年１月２７日 

高島市教育委員会 

教育長 上 原 重 治 

 

記 

 

令和３年１月２２日付け人事異動 
＜出向＞ 

職階 旧所属名 職名 氏 名 新所属名 職名 

主事級 学事施設課 主事 真鍋 縁 
コロナワクチ

ン対策室 
主事 
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